
JP 2002-182263 A5 2008.2.7

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成20年2月7日(2008.2.7)

【公開番号】特開2002-182263(P2002-182263A)
【公開日】平成14年6月26日(2002.6.26)
【出願番号】特願2000-382237(P2000-382237)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｂ   9/02     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   7/10     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ   9/06     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  11/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｂ   9/02    　　　Ａ
   Ｇ０２Ｂ   7/10    　　　Ｅ
   Ｇ０３Ｂ   9/06    　　　　
   Ｇ０３Ｂ  11/00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成19年12月17日(2007.12.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
　【特許請求の範囲】
【請求項１】
　曲率を有する外縁によって光通過口を形成し、回動によって前記光通過口の開口面積を
変化させる複数の遮光羽根と、これら遮光羽根を駆動するための第１のアクチュエータと
、前記光通過口に光軸方向において重なる位置に対し進退するＮＤフィルタと、このＮＤ
フィルタを進退駆動するための第２のアクチュエータとを有する光量調節装置であって、
　前記複数の遮光羽根と前記ＮＤフィルタとの間に、前記複数の遮光羽根およびＮＤフィ
ルタを支持する支持板を配置し、
　前記第１および第２のアクチュエータを前記支持板を挟んで互いに反対側に配置したこ
とを特徴とする光量調節装置。
【請求項２】
　前記第１のアクチュエータを前記支持板を挟んで前記遮光羽根とは反対側に配置し、前
記第２のアクチュエータを前記支持板を挟んで前記ＮＤフィルタとは反対側に配置したこ
とを特徴とする請求項１に記載の光量調節装置。
【請求項３】
　曲率を有する外縁によって光通過口を形成する複数の遮光羽根と、光軸回りで回転する
駆動リングにより前記複数の遮光羽根を回動させて前記光通過口の開口面積を変化させる
羽根駆動機構と、前記駆動リングを回転駆動するための第１のアクチュエータと、前記光
通過口に光軸方向において重なる位置に対し進退するＮＤフィルタと、このＮＤフィルタ
を進退駆動するための第２のアクチュエータとを有する光量調節装置であって、
　前記羽根駆動機構と前記ＮＤフィルタの間に、前記羽根駆動機構および前記ＮＤフィル
タを支持する支持板を配置し、
　前記駆動リングを前記支持板における光軸方向厚み内に配置するとともに、前記第１お
よび第２のアクチュエータを前記支持板を挟んで互いに反対側に配置したことを特徴とす
る光量調節装置。
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【請求項４】
　前記第１のアクチュエータを前記支持板を挟んで前記羽根駆動機構とは反対側に配置し
、前記第２のアクチュエータを前記支持板を挟んで前記ＮＤフィルタとは反対側に配置し
たことを特徴とする請求項３に記載の光量調節装置。
【請求項５】
　前記ＮＤフィルタがそれぞれ濃度が異なる複数の透過領域を有しており、
　このＮＤフィルタにおける前記光通過口に重なる位置への進入方向先端側ほど前記複数
の透過領域のうち濃度が薄い透過領域が配置されていることを特徴とする請求項１から４
のいずれか１つに記載の光量調節装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１つに記載の光量調節装置を含み、この光量調節装置を通し
て矩形の撮像素子上に像を形成する撮影レンズ鏡筒であって、
　光軸方向から見たときに、前記ＮＤフィルタの進退駆動方向が、前記撮像素子の辺に対
して傾いていることを特徴とする撮影レンズ鏡筒。
【請求項７】
　前記第２のアクチュエータにより揺動駆動され、前記ＮＤフィルタに連結されたアーム
部材を有しており、
　前記アーム部材の揺動範囲が、前記第２のアクチュエータにおける前記撮像素子の前記
辺を延長した方向の端部よりも光軸側に収まっていることを特徴とする請求項６に記載の
撮影レンズ鏡筒。
【請求項８】
　前記ＮＤフィルタのうち前記光通過口に対する進入方向先端縁が、前記撮像素子の上辺
に対して略平行に延びていることを特徴とする請求項６又は７に記載の撮影レンズ鏡筒。
【請求項９】
　前記ＮＤフィルタが複数の濃度領域を有しており、前記ＮＤフィルタのうち前記光通過
口に対する進入方向先端縁および前記複数の濃度領域における濃度境界線が、前記撮像素
子の上辺に対して略平行に延びていることを特徴とする請求項６又は７に記載の撮影レン
ズ鏡筒。
【請求項１０】
　請求項６から９のいずれか１つに記載の撮影レンズ鏡筒を備えたことを特徴とする撮像
装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　２３ｅは絞りユニットの地板である。絞り羽根２３ａは光軸方向から見て略Ｊ字形をし
ており、その下側湾曲部の上縁には略半円形の大きな開口形成用切欠き２３ａ１が形成さ
れている。また、この開口形成用切欠き２３ａ１の下端部２３ａ２は逆三角形状に形成さ
れている。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　２３ｄはモータによって長手方向中央の位置を中心に揺動駆動されるシーソー型レバー
である。そして、絞り羽根２３ａ，２３ｂの連結長孔２３ａ６，２３ｂ６にはそれぞれシ
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ーソー型レバー２３ｄの両端に設けられたピンが係合している。このため、モータが回転
して駆動レバー２３ｄが揺動すると、絞り羽根２３ａ，２３ｂは互いに反対方向に駆動さ
れ、それぞれの開口形成用切欠き２３ａ１，２３ｂ１によって形成される絞り開口の開口
面積が変化する。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　このＮＤフィルタ２７ａ～２７ｄは、光軸方向から見て略Ｕ字形状に形成されたフィル
タ保持部材２６の開口部２６ｄを覆うようにフィルタ保持部材２６によって保持されてい
る。なお、開口部２６ｄの左右幅は絞り羽根２３ａ，２３ｂの各開口形成用切欠き２３ａ
１，２３ｂ１の左右幅とほぼ同じかやや大き目に形成されている。
 
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　フィルタ保持部材２６の左右縁寄りの位置には、上下方向に延びるガイドスリット２６
ａがそれぞれ形成されており、さらに左側のガイドスリット２６ａの下方には、左右方向
に延びる連結長孔２６ｃが形成されている。そして、ガイドスリット２６ａには、本図に
は示していないが、図１０に示す地板２３ｅの支持ピン２３ｅ１，２３ｅ２，２３ｅ３，
２３ｅ４が嵌合する。これにより、フィルタ保持部材２６は上下方向にのみ移動可能に支
持される。
 
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　ＮＤフィルタ２７ａ～２７ｄは、互いに異なる透過率を有しており、最も上側に位置す
るＮＤフィルタ２７ａの透過率が最も高く（つまり濃度が薄く）、下側に位置するＮＤフ
ィルタほど透過率が低く（濃度が濃く）なっている。
 
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　なお、図示していないが、ＮＤフィルタ（フィルタ保持部材２６）の地板２３ｅとは反
対側は、このＮＤフィルタを地板側に押さえる押さえ板が設けられる。
 
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
　　　【００３９】
　　【課題を解決するための手段】
　上記の課題を解決するために、本願第１の発明では、曲率を有する外縁によって光通過
口を形成し、回動によって上記光通過口の開口面積を変化させる複数の遮光羽根と、これ
ら遮光羽根を駆動するための第１のアクチュエータと、上記光通過口に光軸方向において
重なる位置に対し進退するＮＤフィルタと、このＮＤフィルタを進退駆動するための第２
のアクチュエータとを有する光量調節装置において、複数の遮光羽根とＮＤフィルタとの
間に、複数の遮光羽根およびＮＤフィルタを支持する支持板を配置し、第１および第２の
アクチュエータを支持板を挟んで互いに反対側に配置している。
 
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　これにより、遮光羽根を回動させるタイプの小絞り状態でも光通過口が異形となりにく
い羽根機構を持つとともに、地板等の支持板自体によって遮光羽根とＮＤフィルタの干渉
を防止して遮光羽根およびＮＤフィルタのスムーズな動作を確保でき、しかも第１および
第２のアクチュエータを支持板を挟んで互いに反対側に配置することによって、第１およ
び第２のアクチュエータを光軸直交方向両側に配置する場合に比べてその光軸直交方向の
寸法が小さい光量調節装置を実現することが可能である。
 
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　また、本願第２の発明では、曲率を有する外縁によって光通過口を形成する複数の遮光
羽根と、光軸回りで回転する駆動リングにより複数の遮光羽根を回動させて光通過口の開
口面積を変化させる羽根駆動機構と、駆動リングを回転駆動するための第１のアクチュエ
ータと、前記光通過口に光軸方向において重なる位置に対し進退するＮＤフィルタと、こ
のＮＤフィルタを進退駆動するための第２のアクチュエータとを有する光量調節装置にお
いて、羽根駆動機構とＮＤフィルタの間に、羽根駆動機構およびＮＤフィルタを支持する
支持板を配置し、駆動リングを支持板における光軸方向厚み内に配置するとともに、第１
および第２のアクチュエータを支持板を挟んで互いに反対側に配置している。
 
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
　これにより、駆動リングの回転により複数の遮光羽根を回動するタイプの小絞り状態で
も光通過口が異形となりにくい羽根駆動機構を持つとともに、地板等の支持板自体によっ
て遮光羽根とＮＤフィルタの干渉を防止して遮光羽根およびＮＤフィルタのスムーズな動
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作を確保でき、しかも駆動リングを支持板における光軸方向厚み内に配置することによっ
て遮光羽根とは別駆動されるＮＤフィルタを備えつつも光軸方向厚みが薄く、さらには第
１および第２のアクチュエータを支持板を挟んで互いに反対側に配置することによって、
第１および第２のアクチュエータを光軸直交方向両側に配置する場合に比べてその光軸直
交方向の寸法が小さい光量調節装置を実現することが可能である。
 
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
　さらに、第２のアクチュエータを上記支持板を挟んでＮＤフィルタとは反対側（つまり
は遮光羽根又は羽根駆動機構側）に配置することにより、光軸方向において、第２のアク
チュエータとＮＤフィルタとの間に、ＮＤ駆動レバー及び上記支持板が配置されるため、
従来は支持板に対して光軸方向において、片側のみにＮＤフィルタ、ＮＤ駆動レバー、第
２のアクチュエータがレイアウトされていたのに対して、光軸方向における省スペース化
に貢献している。
 
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　また、ＮＤフィルタとしてそれぞれ濃度が異なる複数の透過領域を有するものを用い、
このＮＤフィルタにおける上記光通過口に重なる位置への進入方向先端側ほど濃度が薄い
透過領域を配置することにより、光通過口における素通し部分（ＮＤフィルタで覆われて
いない部分）とＮＤフィルタが重なった部分との透過率差が大きいことによる回折の影響
を防ぐことが可能になる。
 
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７４】
　図２において、３ｂはシフトユニット３のベースとなる、レンズ鏡筒と一体化されたシ
フトベースである。また、３ａは第３群レンズＬ３を保持し、シフトベース３ｂに対して
光軸直交方向に移動可能なシフト鏡筒である。このシフト鏡筒３ａには、圧縮コイルバネ
３ｄの前端部（物体側の端部）が嵌合しており、圧縮コイルバネ３ｄの後端部（像面側の
端部）は後述する後側のセンサーベース３ｃに当接している。これにより、シフト鏡筒３
ａは、常時シフトベース３ｂ側（前側）に付勢される。また、シフト鏡筒３ａには、後述
する電磁コイル３ｉが位置決め固定されている。
 
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００７８】
　３つのボール３１が当接するシフトベース３ｂ側の面とシフト鏡筒３ａ側の面とはいず
れも光学系の光軸に対して垂直な面となっており、３つのボール３１の呼び径を同じとす
ることにより、シフト鏡筒３ａ（つまりは第３群レンズＬ３）を光軸に対して直角を保っ
たままで保持およびシフトガイドすることができる。
 
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８８】
　シフト鏡筒３ａが縦もしくは横方向に駆動されると、ホール素子３ｅによって検出され
る磁束密度が変化し、この磁束密度の変化を適当な信号処理により電気信号として検出す
ることにより、シフト鏡筒３ａのシフト位置を検出することができる。
 
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９８】
　一方、地板９の後面側には、フィルタ保持板９ｈ１が配置されている。このフィルタ保
持板９ｈ１におけるＵ字形部分の前面下側には、単一の濃度（透過率３２％）のＮＤフィ
ルタ９ｈ２が貼られており、またＵ字形部分の後面の上側から下側にかけて、透過率３２
％と１０％の２種類の透過率エリアが上下に分かれて形成された２濃度のＮＤフィルタ９
ｈ３が貼られている。ＮＤフィルタ９ｈ３の透過率１０％の領域のうち下側の部分は、Ｎ
Ｄフィルタ９ｈ２と重なっている。
 
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９９】
　これにより、図５に示すように、上側（絞り開口への進入方向先端側）から順に、透過
率３２％を有するエリア９ｈ９と、透過率１０％を有するエリア９ｈ８と、透過率３２％
を有するエリア９ｈ７の合計３種類の透過率を有した複数の濃度領域を有するＮＤフィル
タユニット９ｈが構成される。
 
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０４】
　さらに、地板９ａにおけるフランジ状部分の後面（すなわち、地板９ａを挟んで絞り羽
根９ｅとは反対側）には、ステッピングモータからなる絞り駆動モータ（第１のアクチュ
エータ）９ｂがレイアウトされており、地板９ａにおけるフランジ状部分の前面（すなわ
ち、地板９ａを挟んでＮＤフィルタユニット９ｈとは反対側）には、ステッピングモータ
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からなるＮＤ駆動モータ（第２のアクチュエータ）９ｆがレイアウトされている。
 
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０９】
　このとき、図５に示すように、ＮＤフィルタユニット９ｈの進退方向である矢印９ｈ１
４の方向は垂直軸Ｖ（短辺１８ａ）に対して斜めに傾いており、ＮＤ駆動モータ９ｆは、
光軸方向から見たときに、垂直軸Ｖに近い位置であってＮＤフィルタユニット９ｈの下側
にレイアウトされている。
 
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１２】
　その理由は、ＮＤ駆動アーム９ｇのピン部９ｇ１が全揺動角の振り分け中心９ｇ１２に
位置するときに、水平軸ＨとＮＤ駆動アーム９ｇがなす角度９ｇ２は水平軸Ｈに対して０
゜ではなくある角度をもっており、ＮＤ駆動アーム９ｇのピン部９ｇ１が光軸から最も遠
い位置９ｇ１１に達したときにおいても垂直軸Ｖの方向でのＮＤ駆動モータ９ｆの最下端
を通る水平線９ｆ１よりも上側（光軸側）に収まっているからである。
 
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３７】
　また、本実施形態では、ＮＤフィルタユニットが３つの透過率エリア（複数の濃度領域
）を有する場合について説明したが、その数は１つ又は２つの透過率エリアでも４つ以上
の透過率エリアを有していてもよい。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
　　　【０１４５】
　　【発明の効果】
　以上説明したように、本願第１の発明によれば、遮光羽根を回動させるタイプの小絞り
状態でも光通過口が異形となりにくい羽根機構を持つとともに、地板等の支持板自体によ
って遮光羽根とＮＤフィルタの干渉を防止して遮光羽根およびＮＤフィルタのスムーズな
動作を確保でき、しかも第１および第２のアクチュエータを支持板を挟んで互いに反対側
に配置することによって、第１および第２のアクチュエータを光軸直交方向両側に配置す
る場合に比べてその光軸直交方向の寸法が小さい光量調節装置を実現することができる。
 
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０１４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４６】
　また、本願第２の発明によれば、駆動リングの回転により複数の遮光羽根を回動するタ
イプの小絞り状態でも光通過口が異形となりにくい羽根駆動機構を持つとともに、地板等
の支持板自体によって遮光羽根とＮＤフィルタの干渉を防止して遮光羽根およびＮＤフィ
ルタのスムーズな動作を確保でき、しかも駆動リングを支持板における光軸方向厚み内に
配置することによって遮光羽根とは別駆動されるＮＤフィルタを備えつつも光軸方向厚み
が薄く、さらには第１および第２のアクチュエータを支持板を挟んで互いに反対側に配置
することによって、第１および第２のアクチュエータを光軸直交方向両側に配置する場合
に比べてその光軸直交方向の寸法が小さい光量調節装置を実現することができる。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４８】
　さらに、第２のアクチュエータを上記支持板を挟んでＮＤフィルタとは反対側（つまり
は遮光羽根又は羽根駆動機構側）に配置することにより、光軸方向において、第２のアク
チュエータとＮＤフィルタとの間に、ＮＤ駆動レバー及び上記支持板が配置されるため、
従来は支持板に対して光軸方向において、片側のみにＮＤフィルタ、ＮＤ駆動レバー、第
２のアクチュエータがレイアウトされていたのに対して、光軸方向における省スペース化
を図ることができる。
【手続補正２６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図５
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図５】
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